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民泊において地域の実情に配慮した必要な処置を講ずることを 

求める意見書 

 

国は、平成30年6月15日に、住居専用地域において民泊営業を可能とした

「住宅宿泊事業法」（いわゆる民泊新法）を施行した。 

民泊は観光振興や空き家活用といった面で一定の効果が認められる一方、違

法民泊や地域との対話や事業者の責任の明確化が不十分なまま設置され、トラ

ブル発生時に適切な対応が出来ない事例もあり、既存の枠組みの中で十分に対

処できているとは言えない状況である。全国的にも騒音やごみ出しルールの違

反など、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす事例が報告されるなど、社会問

題化している。 

本市においては公有水面の埋め立て後、住宅都市として発展してきた。計画

的に都市開発が行われ、住宅とその他のエリアが明確に区分されている。さら

に大型テーマパークを抱えているという背景もあり、民泊の進出により、今後

の環境悪化が懸念される。 

民泊新法では民泊営業を地域の実情に応じて条例等により実施できないこと

とすることも可能としているが、同法第18条に、民泊の実施期間を制限できる

のは「都道府県（保健所設置市）」のみとされている。したがって本市のよう

に保健所を持たない基礎自治体は関与できない状況にある。そのようなことか

ら国および県に対し、将来にわたり豊かで住み良い地域の実現を求め、地域の

実情に合わせ以下、必要な処置を講ずることを強く求めるものである。 

 

１ 地域の実情に配慮し、住居専用地域での民泊営業を規制できるよう必要な

措置を講ずること。 

２ 無許可あるいは無届け、違法営業等に対する罰則を強化するとともに、住

宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者の責任の厳格化を図ること。 

３ 民泊を行う際、地域住民や管理組合等との事前協議及び合意形成を義務づ

けること。 

４ ホテル・旅館に準じたルールを設け、その順守を徹底させる策を盛り込む

こと。 

５ 定期的な認定更新手続きの導入を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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